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事業報告 

平成 25年 4月 31日から 

平成 26年 3月 31日まで 

 

１ 当行の現況に関する事項 

当期におきましては、当行は、株式会社国際協力銀行法（以下「JBIC 法」といいます。）

第 11条に定められた業務を行いました。 

 

（１）事業の経過及びその成果 

世界経済は、欧州の景気後退の長期化、金融部門に問題を抱えた中国を始めとした主要新

興国の成長減速が見られるものの、米国経済は緩やかに回復しつつあります。しかし、米国

の金融緩和出口政策の動向や、その新興国市場への影響等により、引き続き、世界経済の下

振れリスクが懸念されています。 

こうした中、日本を取り巻く国際的な環境も、大きく変化しつつあります。資源分野では、

世界の資源需要の急増、資源権益を巡る国際競争の激化等に加え、足許では国内の原子力発

電の停止により燃料調達費が重大な貿易収支圧迫要因となっている状況下、資源の安定的確

保や供給源の多角化は、国民生活にも直結する非常に重要な課題となっています。また、日

本の産業界においても、成長市場の獲得を目指し、開発・調達・生産・販売等あらゆる面で

のグローバル化に取り組んでいますが、各国との競争が激化する中、個別の製品や要素技術

だけでなく、経営ノウハウや運営・維持管理まで含めたインフラシステムの海外展開が重要

となっています。さらに、地球環境保全と経済発展の両立を図ることが、世界共通の課題と

して認識される中、個別のプロジェクトにおける環境・社会配慮のみならず、我が国の高度

な環境技術を活用した案件や再生可能エネルギー案件をはじめ、環境の保全・改善に繋がる

ようなプロジェクトの実施への期待も増しています。 

このように、様々な形でグローバルな環境変化が起こりつつある中、当行は、JBIC法に基

づき、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、(1)日本にとって重要な資源

の海外における開発及び取得の促進、(2)日本の産業の国際競争力の維持及び向上、(3)地球温

暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進、(4)国際金融秩序の混

乱の防止又はその被害への対処、の 4 つの分野の業務を行い、日本及び国際経済社会の健全

な発展に寄与することを目的とし、かかる分野における出融資保証案件への積極的な対応を

行っております。 

また、かかる目的を遂行するにあたり、当行は企業理念として、「国際ビジネスの最前線で、

日本そして世界の未来を展(ひら)きます。」を掲げております。これは、当行にとってのコア・

バリューである、「現場主義」「顧客本位」「未来志向」の 3つを表すものです。当行にとって、

「現場主義」とは、海外プロジェクトの現場に密着し、早い段階から能動的な関与を行うこ

とで、先駆的な付加価値を創造することであり、「顧客本位」とは、お客様の立場になって考

え、その声を政策形成につなげ、独自のソリューションを提供すること、そして、「未来志向」

とは、安心で豊かな未来を見据え、高い専門性を発揮し、日本と世界の持続的な発展に貢献

することです。 

当期、当行は、「円高対応緊急ファシリティ」を発展的に改編する形で平成 25年 4月 1日

に創設した「海外展開支援融資ファシリティ」の下、平成 25年 6月 14日に閣議決定された
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「日本再興戦略」等の政府施策も踏まえつつ、資源権益の取得・開発の促進、日本企業によ

る海外 M&A の促進、インフラ案件を始めとする日本企業の海外展開等を積極的に支援して

まいりました。 

具体的には、資源権益の取得・開発に関しては、豪州の鉄鉱山開発や LNGプロジェクト、

英領北海油田権益取得・開発事業等を、海外 M&A に関しては、ブラジルにおける農業・穀

物集荷輸出事業やインドの産業ガスメーカーの買収支援のほか、本邦金融機関向けクレジッ

トラインを通じた日本企業による米国の鋼板の製造・販売事業会社、ルクセンブルクの水栓

金具製造・販売事業会社、スウェーデンの活性炭事業会社の買収案件等の支援を実施しまし

た。また、インドネシアでの地熱発電プロジェクトやベトナムにおける製油所・石油化学事

業等日本企業が事業参画するインフラ案件や、ASEAN 諸国を中心とする各国における中

堅・中小企業の海外事業展開についても、積極的に支援しました。 

このほか、サウジアラビアにおける超臨界圧石油火力発電所に必要な日本からの機器・役

務の輸出や、平成 25年 2月 26日に創設した「海外展開支援出資ファシリティ」の下で米国

の穀物・肥料販売事業会社の買収を出資により支援すること等を通じ、日本企業の国際競争

力の維持・向上に貢献しました。 

また、地球環境保全業務としてブラジルの再生可能エネルギー事業向け支援や、モンゴル

の発行体が発行する初めてのサムライ債に対する保証を供与致しました。 

こうした取組の結果、当期の出融資保証承諾額は 2兆 2,061億円となりました。 

 

（２）財産及び損益の状況 

昨期及び当期の財産及び損益の状況は、次のとおりです。 

（単位：百万円） 

 第 1期 

（平成 24年 4月 1日 

～平成 25年 3月 31日） 

第 2期 

（平成 25年 4月 1日 

～平成 26年 3月 31日） 

経 常 収 益 217,291 226,100 

経 常 利 益 63,583 91,358 

当 期 純 利 益 63,585 91,366 

純 資 産 額 2,346,738 2,341,312 

総 資 産 14,430,245 16,346,047 

（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

（注）2 第 1期におきましては、平成 24年 9月末まで駐留軍等の再編の円滑な実施

に関する特別措置法第 16 条に定められた業務（以下「駐留軍再編促進金融

業務」といいます。）を行い、残余財産の国庫納付が完了した同年 11月末ま

で駐留軍再編促進金融勘定を維持していたことから、当該勘定と国際協力銀

行業務勘定を区分経理しておりました。なお、上記表中においては、両勘定

を区分しない数値のみを記載しております。 

 
 

（３）資金調達及び主要な借入先、設備投資 

イ 資金調達の状況及び主要な借入先等 

当期に行った資金調達及び当期末における主要な借入先及び借入額は、次のとおりです。 
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（イ）主要な資金調達の状況 

（単位：億円） 

主要な資金調達方法 当期調達額 

借 入 21,364 

うち財政融資資金他 5,551 

うち外国為替資金 15,813 

社 債 6,586 

出 資 金 ― 

（ 計 ） 27,950 

（注）1  記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

（注）2  外国為替資金及び社債に関して、当期調達額は原則調達実行時の為替

レートで換算した金額を計上しています。 

（注）3  社債に関して、当期調達額は当期発行額を計上しています。 

 

（ロ）主要な借入先等 

(a) 借入金 

（単位：億円） 

借入先 当期借入額 当期末残高 

財政融資資金他 5,551 37,054 

外 国 為 替 資 金 15,813 47,022 

（ 計 ） 21,364 84,077 

（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

（注）2 外国為替資金に関して、当期借入額は原則借入実行時の前月末為替

レートで換算した金額を、当期末残高は平成 26年 3月末為替レート

で換算した金額をそれぞれ計上しています。 

 

(b) 社債 

（単位：億円） 

当 期 発 行 額 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

当 期 末 残 高 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

6,586 21,414 

― 5,699 

（注）1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

（注）2 政府保証債（外貨建て）の当期発行額については、原則発行時の前

月末の為替レートで換算した金額を、当期末残高は平成 26年 3月末

為替レートで換算した金額をそれぞれ計上しています。 

 

 



- 4 - 

(c) 出資金 

（単位：億円） 

出 資 金 の 名 称 等 当 期 受 入 額 

一 般 会 計 出 資 金 ― 

産 業 投 資 出 資 金 ― 

（ 計 ） ― 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

ロ 設備投資 

   当期に行った設備投資等は、次のとおりです。 

 

（イ）設備投資の総額 

（単位：百万円） 

設 備 投 資 の 総 額 

1,662 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

（ロ）重要な設備の新設等 

（単位：百万円） 

内  容 金  額 備  考 

情報システム関連設備投資等 233 JBICnetに係るシステム構築等 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

（４）現況に関する重要な事項 

当行は、JBIC法に基づき、株式会社日本政策金融公庫から分離され、平成 24年 4月 1日

に設立されました。 

なお、当期における主な法令等の改正及び認可等を受けた事項は、次のとおりです。 

 

イ 法令等の改正 

該当事項はありません。 

 

ロ 認可等を受けた事項 

（イ）取締役の選任 

   平成 25年 6月 25日及び平成 25年 12月 26日の株主総会において決議、同日認可 

（ロ）代表取締役の選定 

   平成 25年 12月 26日の取締役会において決議、同日認可 

（ハ）政府からの借入及び社債 

平成 25年度の社債発行の基本方針を策定、平成 25年 4月 5日認可 
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（５）当行の概要 

イ 沿革 

平成 23年 15月 32日  「株式会社国際協力銀行法」公布・施行 

平成 24年 14月 31日  株式会社国際協力銀行設立 

平成 24年 19月 30日  駐留軍再編促進金融業務を終了 

平成 24年 11月 30日  駐留軍再編促進金融勘定を廃止 

     

ロ 主要な事業の内容 

当行は、日本政府 100％出資の政策金融機関であり、一般の金融機関が行う金融を補完

することを旨としつつ、日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、

日本の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の

保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金

融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって日本及び国際経済

社会の健全な発展に寄与することを目的としています。 

かかる目的のもと、当行は、当期末現在、JBIC法第 11条に規定する業務を行っています。 

 

ハ 主要な営業所の状況（本店、西日本オフィス、海外駐在員事務所） 

当期末における当行の主要な営業所は、本店 1、西日本オフィス 1、海外駐在員事務所

16です。 

本店駐在員事務所： 東京都千代田区大手町一丁目 4番 1号 

西日本オフィス所： 大阪市北区曽根崎二丁目三番 5号 

                    梅新第一生命ビルディング 10階 

海外駐在員事務所： 北京、バンコク、ハノイ、ジャカルタ、マニラ、シンガポール、

ニューデリー、モスクワ、ロンドン、パリ、ドバイ、ニューヨ

ーク、ワシントン、ブエノスアイレス、メキシコシティー、リ

オデジャネイロ 

 

  ニ 主要な使用人の状況 

区      分 人      数 

職      員 529名 

（注） 職員数は、平成 25 年度政府関係機関予算定員を記載しており、

臨時職員等を含んでいません。 

 

ホ 重要な親会社及び子会社の状況 

  該当事項はありません。 

 

（６）対処すべき課題 

当行における具体的な対処すべき課題は、以下のとおりです。 
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＜中期経営計画（平成 24～26年度）の推進＞ 

当行は、JBIC法で規定されている目的及び株式会社国際協力銀行設立時に定めた企業理

念を踏まえ、平成 24年度よりスタートしている中期経営計画（平成 24～26年度）に基づ

き、以下イの基本方針の下、以下ロの「分野別業務戦略（6戦略）」及び以下ハの「基本戦

略（8戦略）」を進めております。 

この中期経営計画は、当行として中期的に取り組むべき経営課題を明確にし、重点的に

取り組むべき戦略とこれらに対する課題（アクションプラン）を設定するものです。また、

中期経営計画において設定された課題（アクションプラン）に対し、各年度に取り組むべ

き具体的な目標を、事業運営計画として設定しています。かかる中期経営計画及び事業運

営計画の PDCAサイクルの実践を通じて、政策金融機関としての使命と役割を適切に果た

すべく、取り組んでいきます。 

 

イ 中期経営計画における基本方針 

＜業務＞ 

案件形成段階に深く関与しつつ、独自の付加価値をもって、戦略的に案件を実現し、

日本と世界の経済成長に貢献。 

 ＜組織＞ 

我が国企業のニーズを的確に汲み取り、政策実現に向けて、「機動性」・「専門性」・「対外

交渉力」の強化を追求。 

＜財務＞ 

案件の高リスク化・長期化・大型化に対応したリスク管理の高度化及び財務基盤の維持・

強化を実現。 

 

ロ 中期経営計画における分野別業務戦略（6戦略）及び課題（アクションプラン） 

戦略項目 課題（アクションプラン） 

①我が国資源政策・計画等を踏まえ

た資源の開発及び取得の支援 

・円高メリット活用等の政府施策や震災後の
環境変化も踏まえた上流資源権益取得・開
発支援及び資源の安定調達の支援 

②地球環境保全分野における着実

な支援 

・再生可能エネルギー・省エネルギー・高効
率発電案件等環境関連案件の着実な案件
実現 

③インフラ案件等の海外展開支援 ・我が国企業のインフラ海外展開案件の積極
的支援 

・戦略性の高い案件形成支援の取組強化 

④中堅・中小企業支援の一層の充実 ・積極的な支援の取組推進 

・セミナー・相談会等情報提供機会の充実 

⑤我が国企業の戦略的な海外事業

活動支援 

・我が国企業による海外市場獲得戦略・サプ
ライチェーンの維持・強化等の支援 

・円高メリット活用等政府施策も踏まえた
M&A支援 

⑥国際金融秩序の混乱の防止又は

その被害への対処 

・機動的・効果的な国際金融秩序の混乱の
防止又はその被害への対処 
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ハ 中期経営計画における基本戦略（8戦略）及び課題（アクションプラン） 

戦略項目 課題（アクションプラン） 

①民間金融機関との連携（民業補完

の徹底） 

・適切な協調融資の実施を含む民間金融機関
との戦略的な連携の推進 

②出資等の多様な支援ツールの効果

的な活用 

・出資の積極的活用 

・保証等の効果的な活用 

・現地通貨ファイナンスの取組推進 

・プロジェクトファイナンス・ストラクチャ
ードファイナンスベースでの案件推進 

③公的ステータスを活かした対外

交渉力の発揮 

・外国政府、政府機関等との関係強化、国際
機関/他国公的機関等との連携の推進と対外
交渉力の発揮 

④機動的かつ効率的なオペレーショ

ンの実施 

・経営リソース配分における戦略性及び機動
性の向上 

・業務フロー改善等に基づく効率的な組織
運営 

・組織インフラの高度化 

⑤組織の専門性強化のための取り組み ・高付加価値を提供できる人材の確保・育成 

・戦略的な情報収集・発信機能の強化 

⑥自律的な組織運営 ・顧客ニーズに即した組織運営 

・情報公開・広報活動の推進 

・法令等遵守に関する取り組みの徹底 

⑦戦略的業務展開の推進に対応した

リスク管理 

・戦略的業務展開の推進に伴う主要リスクの
適切な審査及び管理・評価体制の整備・
高度化の推進 

⑧適正な損益水準及び安定的な財務

体質の維持 

・適正な損益水準の確保 

・財務的安定性の維持 

・国際会計基準への対応 
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２ 株式に関する事項 

（１）株式数 

発行可能株式総数   5,164,000,000,000株 

発行済株式の総数     1,360,000,000,000株 

 

（２）当期末株主数 

1名 

 

（３）大株主  

株主の氏名又は名称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 

財  務  大  臣 1,360,000,000,000株 100% 

 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

４ 役員に関する事項 

（１）取締役及び監査役に関する事項 

平成 26年 3月 31日現在 

氏  名 地位及び担当 

渡 辺 博 史 代表取締役総裁 

矢 島 浩 一 代表取締役副総裁（総裁補佐及び産業ファイナンス部門） 

前 田 匡 史 代表取締役専務取締役（インフラ・ファイナンス部門） 

小 杉 俊 行 取締役（資源・環境ファイナンス部門） 

近 藤   章 取締役（社外取締役） 

井 本   裕 常勤監査役 

西 尾 進 路 監査役（社外監査役） 

五十嵐 達 朗 監査役（社外監査役） 

（注）1 取締役 近藤 章氏は、会社法第 2条第 15号に定める社外取締役です。 

（注）2 監査役 西尾 進路氏及び五十嵐 達朗氏は、会社法第 2条第 16号に定め
る社外監査役です。 

（注）3 監査役 五十嵐 達朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有する者です。 

（注）4 取締役 近藤 章氏は、AIG ジャパン・ホールディングス株式会社副会長
及び富士火災海上保険株式会社取締役を兼職しています。 

（注）5 当期中の取締役の地位及び担当の異動の状況は以下のとおりであります。 
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氏名 新役職（新担当） 旧役職（旧担当） 異動年月日 

渡辺博史 

代表取締役総裁 代表取締役副総裁 

（総裁補佐及び審査・システム

部門） 

平成 25年 12月 26日 

矢島浩一 

取締役 

（資源・環境ファイナンス部門） 

［新任］ 平成 25年 66月 25日 

代表取締役副総裁 

（総裁補佐及び産業ファイナンス

部門） 

取締役 

（資源・環境ファイナンス部門） 

平成 25年 12月 26日 

前田匡史 
代表取締役専務取締役 

（インフラ・ファイナンス部門） 

［新任］ 平成 25年 12月 26日 

小杉俊行 
取締役 

（資源・環境ファイナンス部門） 

［新任］ 平成 25年 12月 26日 

奥田 碩 ［辞任］ 代表取締役総裁 平成 25年 12月 26日 

星 文雄 

代表取締役専務取締役 

（インフラ・ファイナンス部門及

び産業ファイナンス部門） 

代表取締役専務取締役 

（資源・環境ファイナンス部門、

インフラ・ファイナンス部門

及び産業ファイナンス部門） 

平成 25年 66月 25日 

［辞任］ 代表取締役専務取締役 

（インフラ・ファイナンス部門

及び産業ファイナンス部門） 

平成 25年 12月 26日 

中西孝平 ［辞任］ 取締役（企画・管理部門長） 平成 25年 66月 25日 

（注）6 平成 25年 12月 26日まで当行の代表取締役総裁であった奥田碩氏は、株式
会社東京証券取引所社外取締役及び日本郵政株式会社社外取締役を兼職
しておりました。 

 

（２）社外取締役及び社外監査役に関する事項  

イ 社外役員の重要な兼職等の状況 

取締役 近藤 章氏は、AIG ジャパン・ホールディングス株式会社副会長及び富士火災

海上保険株式会社取締役を兼職しており、兼職先と当行の間には、開示すべき関係はあ

りません。 

 

ロ 社外役員の主な活動状況 

氏  名 取締役会等への出席状況及び発言その他の活動状況 

近藤 章 

当期取締役会 15回開催のうち 15回に出席。 

企業経営者としての経験を生かして、議案・審議等につき必要な

発言を行っています。 

西尾 進路 

当期取締役会 15回開催のうち 13回に出席。 

当期監査役会 16回開催のうち 16回に出席。 

企業経営者としての経験を生かして、議案・審議等につき必要な

発言を行っています。 

五十嵐 達朗 

当期取締役会 15回開催のうち 15回に出席。 

当期監査役会 16回開催のうち 16回に出席。 

財務及び会計の専門家としての観点から、議案・審議等につき必要な

発言を行っています。 
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ハ 責任限定契約 

氏  名 責任限定契約の内容の概要 

近藤 章 

会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定により、同法第 423 条第 1 項

の責任について、社外取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ

重大な過失がないときは、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限

度額とする旨の契約 

西尾 進路 会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定により、同法第 423 条第 1 項

の責任について、社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ

重大な過失がないときは、同法第 425条第 1項に定める最低責任限度

額とする旨の契約 
五十嵐 達朗 

 

（３）役員の報酬に関する事項 

区   分 人  数 報 酬 等 

取 締 役（うち社外取締役） 8名（1名） 83百万円（88百万円） 

監 査 役（うち社外監査役） 3名（2名） 29百万円（15百万円） 

合 計 11名（1名） 112百万円（15百万円） 

（注）1 上記の報酬等の額には、取締役及び監査役に対する役員賞与引当金繰入額
5百万円（取締役 5百万円、監査役 94万円）が含まれています。 

（注）2 上記の報酬等の額以外に、取締役及び監査役に対する役員退職慰労引当金繰
入額として、6百万円（取締役 5百万円、監査役 1百万円）を計上しています。 

（注）3 上記の報酬等の額以外に、取締役に対する役員退職慰労金合計 28百万円を
支給しております。 

（注）4 上記の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

 

５ 会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の状況 

氏 名 又 は 名 称 当期に係る報酬等 その他 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 公認会計士 茂木 哲也 

指定有限責任社員 公認会計士 三浦 昇 

指定有限責任社員 公認会計士 伊澤 賢司 

74百万円 ― 

（注）1  記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

（注）2 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的に
も区分できないため、当期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
います。 

（注）3 当行は、会計監査人に対して、公認会計士法第 2条第 1項の業務以外の業務
である国際財務報告基準（IFRS）に関するアドバイザリー業務等についての
対価を支払っております。 
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（２）責任限定契約 

該当事項はありません。 

 

（３）会計監査人に関するその他の事項 

該当事項はありません。 

 

 

６ 業務の適正を確保するための体制 

当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」（内部統制

基本方針）を取締役会において決議し、これを実施しています。その内容は次のとおりです。 

 

（１）取締役及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ 当行は、取締役及び職員（派遣労働者を含む。以下同じ。）の職務の執行が法令及び定款

（以下「法令等」という。）に適合することを確保するため、企業理念、行動原則、法令

等の遵守に関する規程その他のコンプライアンスに関する内部規程を定め、これらの内

部規程を当行の取締役及び職員に周知する。 

ロ 取締役及び職員は、コンプライアンスに関する内部規程を遵守する。 

ハ 当行は、コンプライアンスに関する責任者及びコンプライアンスを統括する部署を置き、

法令等遵守態勢の整備及び強化を図る。 

ニ 当行は、コンプライアンスに関する重要事項を審議し、法令等遵守状況のモニタリング

を行うため、総裁を委員長とする委員会を置く。 

ホ 当行は、コンプライアンスに関する重要な事実を早期に発見し必要な是正措置を講ずる

ことが可能となるよう、有効な内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。 

ヘ 当行は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては、組織全体とし

て対応し、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求を断固とし

て拒絶する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ 当行は、取締役の職務の執行に係る情報、顧客の情報その他の当行が取扱う情報の保存

及び管理を適切に行うため、情報資産管理規程その他の情報の保存及び管理に関する内

部規程を定める。 

ロ 当行は、法令又は情報の保存及び管理に関する内部規程に従い、取締役会の議事録のほ

か、取締役の職務の執行に係る文書を適切に保存し、管理する。 

ハ 取締役及び職員は、情報の保存及び管理に関する内部規程に基づき、情報を適切に保存

し、管理する。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ 当行は、リスク管理を行うことの重要性を認識し、業務遂行上認識すべきリスクの種類

に応じたリスク管理及び統合的リスク管理を行うための組織体制等について、統合リス

ク管理規程その他のリスク管理に関する内部規程を定め、各種リスクに関して適切なリ

スク管理を行う。 
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ロ 当行は、各種リスクの管理に関する責任者及びリスク管理を統括する部署を置くととも

に、リスク管理を有効に機能させるための審議、検討等を行うため、総裁を委員長とす

る委員会を置く。 

ハ 当行は、災害その他の危機事象の発生に備え、あらかじめ危機管理規程その他の危機管

理に関する内部規程を定め、危機管理の態勢整備に努める。 

ニ 当行は、危機事象が発生し正常な業務遂行に支障が生じる場合又はそのおそれがある場

合には、危機管理に関する内部規程に従い、必要に応じて対策本部を設置して、業務の

迅速かつ効率的な回復に向けた対応を行う。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ 取締役会は、経営計画を策定し、適切に経営管理を行う。 

ロ 当行は、経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、

受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審

議する。また、経営会議の諮問機関又は一定の事項の決定を委任する機関として各種委

員会等を設置する。 

ハ 当行は、取締役会の決議に基づく職務の執行を効率的に行うため、組織体制等に係る内

部規程の整備を行い、職務執行を適切に分担する。 

ニ 当行は、意思決定の迅速化を図るため部門制及び執行役員制度を導入し、組織規程、決

定権限規程その他の内部規程に基づき権限委譲を行う。 

 

（５）業務の適正を確保するための内部監査体制 

イ 当行は、業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関

する内部規程を定める。 

ロ 当行は、内部監査に関する重要な事項を決定又は審議するため、内部監査委員会を置く。 

ハ 当行は、被監査部門から独立し、内部監査に関する事務をつかさどる監査部を置く。 

ニ 監査部は、内部監査に関する内部規程に基づき内部監査を行い、その結果を内部監査を

担当する取締役に報告する。 

ホ 監査部は、定期的に若しくは必要に応じて、又は取締役若しくは監査役の求めに応じて、

取締役会その他の機関又は会議体に対し、内部監査の結果を報告する。 

ヘ 監査部は、監査役及び会計監査人と必要な情報交換及び連携を行い、内部監査の効率的

な実施に努める。 

 

（６）監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し、職員を置く。 

ロ 前イの職員は、監査役の指示に従いその職務を行う。 

ハ 監査役は、必要と認めるときは、事前に総裁の承諾を得て、前イの職員以外の職員を臨

時に監査の補助に従事させることができる。 

 

（７）監査役の職務を補助する職員の取締役からの独立性に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する職員（以下「監査役室職員」という。）の人事考課、異
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動その他の人事に関する事項の決定について、事前に常勤監査役の同意を得る。 

ロ 監査役室職員が、監査役室以外の機構の職員を兼務する場合には、当行は次の各号の点

を明らかにした書面により、兼務について事前に常勤監査役の同意を得る。  

（イ） 常勤監査役に対し当該監査役室職員が他の機構の職員を兼務しなければならない合

理的な理由を明らかにすること  

（ロ） 当該監査役室職員は、監査役の職務を補助する業務に関しては、監査役の指揮命令に

服し、兼務先の機構の指揮命令を受けないこと 

（ハ） 当該監査役室職員が兼務先で従事し、兼務先の機構の指揮命令を受ける業務の範囲を

明示的に限定すること  

（ニ） 当該監査役室職員は、監査役の職務に関する情報を他の機構と共有しないこと  

（ホ） 当該監査役室職員は、監査役による監査の実効性確保を妨げないよう、兼務先の機構

の業務よりも監査役の職務を補助する業務を常に優先すること  

（ヘ） 常勤監査役は必要と認める場合には兼務の同意を撤回することが可能であること 

 

（８）取締役及び職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

イ 代表取締役及び業務を執行する取締役は、取締役会その他の監査役が出席する重要な会

議において、随時、その職務の執行状況等を的確に報告する。 

ロ 取締役及び職員は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正の行為又は法令

等に違反する重大な事実を発見したときは、当該事実について監査役に速やかに報告す

る。 

 

（９）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ 監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断したときは、取締役及び職員に職務の

執行状況についていつでも報告を求めることができる。報告を求められた取締役及び職

員はその求めに応じて速やかに報告しなければならない。 

ロ 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要な意見を述べ

ることができるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧することができる。 

ハ 総裁は、監査役と定期的な会合を実施し、意見交換を行う。 

ニ 監査役は、コンプライアンスを統括する部署及び監査部に協力を求めることができる。 

ホ 監査役は、実効的な監査の実施のため必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等から

監査業務に関する助言を求めることができる。 

 

 

７ 会社の支配に関する基本方針 

  該当事項はありません。 

 

以  上 
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附属明細書（事業報告関係） 

（平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで） 

 

１. 役員について重要な兼職状況の明細 

    事業報告「４ 役員に関する事項」に記載のとおりです。 

 

２. 事業報告の内容を補足するその他の重要な事項 

    該当事項はありません。 

 

以  上 



【計算書類】

（単位：百万円）

科           目金        額 科           目金        額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

 723,189  8,407,707

0  8,407,707

 723,189  2,711,377

 202,733  448,229

 227,201  29,106

 227,201  52,091

 12,655,401  303,640

 12,655,401  63,140

 213,627  38

 323  211

 37,008  483

 73,135  5

 102,890  14,251

 271  20

 28,558  2,422,658

 3,176 負 債 の 部 合 計  14,004,734

 24,694（ 純 資 産 の 部 ）

 31  1,360,000

 655  911,366

 1,561  820,000

 1,561  91,366

 2,422,658繰 越 利 益 剰 余 金  91,366

△ 128,885  2,271,366

 5,472

 64,472

 69,945

純 資 産 の 部 合 計  2,341,312

資 産 の 部 合 計  16,346,047  16,346,047

貸 倒 引 当 金

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

支 払 承 諾 見 返

土 地

リ ー ス 資 産

建 物

金 融 派 生 商 品

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

リ ー ス 債 務

そ の 他 の 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

未 収 収 益

支 払 承 諾

貸 出 金

証 書 貸 付

負債及び純資産の部合計

評価・換算差額等合計

利 益 剰 余 金

第2期末（平成26年3月31日現在）貸借対照表

現 金 預 け 金

借 入 金現 金

借 用 金

有 形 固 定 資 産

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

その他有価証券評価差額金

そ の 他 利 益 剰 余 金

資 本 金

利 益 準 備 金

株 主 資 本 合 計

金融商品等受入担保金

そ の 他 資 産

前 払 費 用

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 資 産

金融商品等差入担保金

社 債

買 現 先 勘 定

預 け 金

有 価 証 券

そ の 他 負 債

そ の 他 の 証 券

未 払 費 用

前 受 収 益
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　　　平成25年４月１日から
　　　平成26年３月31日まで

（単位：百万円）

科    　        目 金      　    額

 226,100

 181,143

 149,769

 643

 262

 1,623

 28,784

 60

 23,722

 23,722

 3,615

 3,615

 17,617

 10,006

 3,713

 3,694

 203

 134,741

 115,677

 57,187

 58,430

 60

 2,217

 2,217

 1,377

 979

 138

 260

 14,952

 516

 516

 91,358

 8

 8

0

0

 91,366

役 務 取 引 等 収 益

第２期 損益計算書

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

買 現 先 利 息

預 け 金 利 息

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益

外 国 為 替 売 買 益

経 常 費 用

そ の 他 経 常 収 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

償 却 債 権 取 立 益

組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益

そ の 他 の 経 常 収 益

資 金 調 達 費 用

借 用 金 利 息

社 債 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 の 業 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用

社 債 発 行 費 償 却

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

当 期 純 利 益

固 定 資 産 処 分 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損
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（単位：百万円）

その他利
益剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,360,000 788,314 63,370 851,685 2,211,685 2,221    132,831  135,053  2,346,738

当期変動額

　準備金繰入 31,685 △ 31,685 - - -

　国庫納付 △ 31,685 △ 31,685 △ 31,685 △ 31,685

　当期純利益 91,366 91,366 91,366 91,366

　株主資本以外の
　項目の当期変動
　額（純額）

3,251 △ 68,358 △ 65,107 △ 65,107

当期変動額合計 -       31,685 27,996 59,681 59,681 3,251 △ 68,358 △ 65,107 △ 5,425

当期末残高 1,360,000 820,000 91,366 911,366 2,271,366 5,472 64,472 69,945 2,341,312

評価・換算
差額等合計

純資産
合計利益

準備金
利益剰余
金合計

評価・換算差額等
利益剰余金

 株主資本等変動計算書
平成25年４月１日から

第２期　
平成26年３月31日まで

資本金
株主資本
合計

株主資本

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益
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個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、関連会

社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについて

は決算日の市場価格等に基づく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるもの

については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の評価差

額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに

類する組合への出資（金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最

新の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を

採用しております。 

なお、耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物   3年～50年 

 その他   2年～35年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、行内における利用可能期間（5年以内）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び｢無形固定資産｣中の

リース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存

価額については零としております。 

４．繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」とい
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う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）

に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま

す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率

等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因

して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保

の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし

て債権額から直接減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（３）役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（４）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、期間定額基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

（追加情報） 
   当行は、公庫厚生年金基金の代行部分について、平成 25 年 4 月 1 日に厚生労働大
臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。当事業年度末日現在において測定さ

れた返還相当額（最低責任準備金）は 2,868百万円であり、当該返還相当額（最低責
任準備金）の支払が当事業年度末日に行われたものと仮定して、「退職給付に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号）第 46 項を適用した場合に生じ
る特別利益の見込額は 6,054百万円であります。 

- 19 -



 

（５）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職

慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上して

おります。 

７．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっ 

ております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、借用金及び社債等とヘッジ手段であ

る金利スワップ取引等を特定し、ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘ

ッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金、借用金及び社債等の為替変動リスクを減殺する

目的で行う通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である

外貨建の貸出金、借用金及び社債等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在す

ることを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によってお 

ります。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上してお

ります。 

 

表示方法の変更 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度において「その他資産」の「その他の資産」に含めて表示しておりました「金融

商品等差入担保金」及び「その他負債」の「その他の負債」に含めて表示しておりました「金

融商品等受入担保金」は、「株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令」

（平成25年財務省令第57号）により改正された「株式会社国際協力銀行の会計に関する省令」

（平成24年財務省令第15号）別紙様式を適用し、当事業年度より区分掲記しております。 

 なお、前事業年度において、「その他の資産」に含めて表示しておりました「金融商品等差入

担保金」は 39,070百万円、「その他の負債」に含めて表示しておりました「金融商品等受入担

保金」は105,240百万円であります。 
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（退職給付関係） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付

会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し（た

だし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除

く。）、（退職給付関係）注記の表示方法を変更しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資総額  82,666百万円 

２．買現先取引による売戻条件付で購入した有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自

由に処分できる権利を有する有価証券で、当事業年度末に処分せずに所有しているものは

202,733百万円であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額はありません。また延滞債権額は96,366百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の 

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか

った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のう

ち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる

事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建 

又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権は75,579百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上 

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は77,386百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利 

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

６. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

249,332百万円であります。 

なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７. 当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせ

ず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に

計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

なお、当事業年度末における未実行残高は2,232,353百万円であります。 

８．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により、当行の総財産を当行の発行する全ての社債

2,711,377百万円の一般担保に供しております。 
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９．有形固定資産の減価償却累計額 698百万円 

10. 偶発債務  

社債の債務履行引受契約（デット・アサンプション）に係る偶発債務は次のとおりであり

ます。 

  第15回国際協力銀行債券  50,000百万円 

また、当行は平成24年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策

金融公庫既発債券 780,000 百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会

社国際協力銀行法附則第17条第２項の規定により、当行の総財産を上記連帯債務の一般担保

に供しております。 

11． 株式会社国際協力銀行法第31条の定めにより剰余金の処分に制限を受けております。 

毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政

令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお

残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければな

らないものとされております。  

なお、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、準備金を当該

剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

  その他経常取引に係る収益総額 3,565百万円 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類並びに総数 

（単位：株） 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式 1,360,000,000,000 － － 1,360,000,000,000 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当行は、株式会社国際協力銀行法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完することを

旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産

業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的

とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱

の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な

発展に寄与することを目的として設立された政策金融機関であります。 
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上記目的のもと、当行は、「輸出金融」、「輸入金融」、「投資金融」、「事業開発等金融」（各々

保証含む。）及び「出資」等を主要な業務として行っており、これらの業務を行うため、財

政融資資金及び外国為替資金特別会計借入金の借入並びに社債の発行等により資金調達を

行っております。金利変動及び為替変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、

金利変動及び為替変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総

合的管理（ALM）を行っております。また、外貨建取引等から生じるリスクを回避する目的

から、デリバティブ取引を行っております。加えて、余裕金の運用として保有する金融商

品は、株式会社国際協力銀行法により規定されており、国債等の安全性が高いものに限定

されております。 
なお、政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金

計画（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）についても予算に添付し

国会に提出しております。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

   当行が保有する金融資産は、主に国内外の与信先に対する貸出金、有価証券等であり、

金融負債は、主に借用金、社債であり、以下のリスクがあります。 

イ 信用リスク 

信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランス資産を含

む。）の価値が減少ないし消滅し、当行が損失を被るリスクであります。 

当行の信用リスクとしては、ソヴリンリスク、カントリーリスク、コーポレートリス

ク及びプロジェクトリスクが挙げられます。当行が行っている対外経済取引支援等のた

めの金融はその性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのものが多く、従って与信

に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占める割合が大き

いことが特徴となっております。 

    従って、与信先である各国・各地域の政治・経済等の動向や、それらに伴う個別与信

先の財務状況等が大幅に悪化した場合には、これらに起因して当行の業績及び財務状況

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

（注）ソヴリンリスクとは外国政府等向け与信に伴うリスク、カントリーリスクとは外国企業及び外国

に所在するプロジェクト向け与信に伴うリスク（コーポレートリスク及びプロジェクトリスクに付加さ

れる企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク）、コーポレートリスクとは企業向け与信に伴

うリスク、プロジェクトリスクとは与信対象プロジェクトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原資

とするプロジェクトファイナンス等の場合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フロー

を生まないリスクを指しております。  

ロ 市場リスク 

市場リスクとは、金利、為替等様々な市場のリスクファクターの変動により、資産・

負債（オフ・バランス資産を含む。）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債（オ

フ・バランス資産を含む。）から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであります。 

当行が負う市場リスクは、主に為替リスクと金利リスクで構成されており、市場の混
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乱等、市場が変動した場合には、当該リスクに起因した損失を被る可能性がありますが、

原則として金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約を行うことによ

り当該リスクを回避しております。   

なお、当行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金、

借用金及び社債に係る金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これ

らに係るヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、 ヘ

ッジ対象となる貸出金、借用金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し、

ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等

を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。 

また、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段として、ヘッジ対象であ

る外貨建の貸出金、借用金及び社債に係る金利及び為替の変動リスクに対してヘッジ会

計を適用しております。これらに係るヘッジ有効性評価の方法については、外貨建の貸

出金、借用金及び社債の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び先

物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金、借用金及び社債

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッ

ジ有効性を評価しております。 

ハ 流動性リスク 

流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必

要な資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくさ

れることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場にお

いて取引ができなくなる又は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされるこ

とにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）であります。 

当行では、預金受入を行っておらず、財政融資資金、政府保証債及び財投機関債など

の長期・安定的な資金調達を実施していることから、流動性リスクは限定的と考えられ

ますが、市場の混乱又は不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能性があ

ります。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

   当行のリスク管理体制は次のとおりです。 

イ 信用リスクの管理 

当行は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理を信用リ

スク管理の基本としております。 

新規与信においては、与信担当部門（営業推進部門）及び審査管理部門による与信先

に関する情報の収集・分析に加えて、特に外国政府等あるいは外国企業に関する情報収

集には海外駐在員事務所も関与しております。これらの部門が収集・分析した情報を基

に、与信担当部門と審査管理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する

検討を行い、最終的にはマネジメントによる与信決定の判断がなされる体制をとってお
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ります。 

     なお、外国政府等向け融資又は外国企業向け融資に関しては、当行は公的金融機関と

しての性格を活用して、相手国政府関係当局やIMF（国際通貨基金）・世界銀行等の国際

機関あるいは地域開発金融機関、並びに先進国の類似機関や民間金融機関との意見交換

を通じて、与信先となる外国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広く

収集し、外国政府等向け与信に伴うソヴリンリスクあるいは外国企業向け与信に伴うカ

ントリーリスク（コーポレートリスク及びプロジェクトリスクに付加される企業所在国

に起因するリスク）を評価しております。 

与信管理においては、細分化されたリスクカテゴリーごとの行内信用格付制度及び「金

融検査マニュアル」に基づいた資産自己査定制度を設けており、与信担当部門及び審査

管理部門が当該制度に基づき適時の与信管理を行うと共に、定期的に「統合リスク管理

委員会」を開催し与信管理の状況をマネジメントに対して報告を行う体制としておりま

す。さらに、与信管理の状況については、独立した内部監査部門がチェックを行ってお

ります。 

また、当行の有する外国政府等向けの公的債権については、民間金融機関には無い公

的債権者固有の国際的な枠組みによる債権保全メカニズムが存在します。これは、債務

国の経済状況等により返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を

可能とするために、債権国会議（パリクラブ）の場における国際的合意により、債務繰

延等の国際収支支援が実施されるものであります。この国際収支支援の中で、債務国は

IMFとの間で合意された経済改革プログラムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保

していくことになります。当行は、公的金融機関としての立場から、外国政府等向けの

公的債権については本パリクラブの枠組みに基づき債権保全を行っております。 

当行では、以上の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、

信用リスクの計量化も行っております。信用リスクの計量化にあたっては、長期の貸出

や、ソヴリンリスクあるいはカントリーリスクを伴った融資の占める割合が大きいとい

う民間金融機関には例を見ない当行のローン・ポートフォリオの特徴、さらには公的債

権者固有のパリクラブ等国際的支援の枠組み等による債権保全メカニズムを織り込むこ

とが適切であり、これらの諸要素を考慮した当行独自の信用リスク計量化モデルにより、

信用リスク量を計測し、与信管理に活用しております。 

ロ 市場リスクの管理 

       当行は、ALMによって為替リスク及び金利リスクを管理しております。市場リスク管

理規則等において、リスク管理方法や手続き等の詳細を規定しており、ALM委員会を設

置のうえ、ALMの実施状況の把握・確認、今後の対応等の審議を行っております。また、

金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、VaR

等によりモニタリングを行い定期的にALM委員会に報告しております。 

なお、当行における為替リスク及び金利リスクにおけるリスク管理の基本的な方針は

以下のとおりとなっております。 
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（ⅰ）為替リスク 

当行で行っている外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関して、当行では原則とし

て外貨貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘッジ

方針をとっております。 

  （ⅱ）金利リスク 

     市場金利の変動により損失を被る金利リスクについて、円貨貸付業務、外貨貸付業 

務それぞれ以下のとおりとなっております。 

a  円貨貸付業務 

円貨貸付業務においては、主に固定金利での資金管理を行っております。但し、金

利変動リスクの影響が大きいと考えられる部分では、スワップ等により金利リスクヘ

ッジを行っており、金利リスクは限定的です。 

b  外貨貸付業務 

外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調達ともに金利スワップを利用して

変動金利での資金管理を行うことにより金利リスクヘッジを行っております。 

（ⅲ） 市場リスクの状況 

当行は金融商品のトレーディング勘定は有しておらず、バンキング勘定のみとなっ

ており、更に前述のとおり、ヘッジ対応を原則としておりますが、時価評価及び潜在

的リスクの把握等を目的として、市場リスク量（VaR 等）を計測しており、当事業年

度の当行における市場リスク量（VaR）の状況は以下のとおりとなっております。 

a  VaRの状況（当事業年度末） 

①  金利VaR ：636億円 

②  為替VaR ：560億円 

b  VaRの計測手法 

① 金利VaR ：ヒストリカル法 

② 為替VaR  ：分散共分散法 

定量基準 ：①信頼区間 99％ ②保有期間 １年 ③観測期間 ５年 

c VaRによるリスク管理 

VaRとは、①過去の特定期間（「観測期間」）の金利・為替等の市場動向実績を捕捉

した上で、②統計学における確率分布の考え方を援用した一定確率（「信頼区間」）の

下で、③一定期間（「保有期間」）経過後に発生し得る時価損益変動金額の最大値を評

価した市場リスク管理指標です。 

その計測に当たっては、市場動向実績や確率分布のセオリー等を前提としています

が、将来に向けた市場推移がこれらの前提を逸脱する可能性を踏まえ、VaRによる市

場リスク計測の有効性を確認するため、金利VaRについてはVaR計測結果とその後の

実績推移を突合するバックテストを行うとともに、市場変動実績の確率分布に捉われ

ないストレステストを実施し、多面的にリスク量を捕捉しております。 

なお、VaR計測に伴う一般的な留意点は以下のとおりです。 
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・ 信頼区間・保有期間・観測期間の設定方法等によって異なります。 

・ VaR値は、計測時点での時価損益変動金額の最大値ではありますが、保有期間経

過中において市場動向等の前提条件が変化していくことから、必ずしも将来時点

で確率どおりに実現していくものではありません。 

・ VaR値は特定の前提条件に基づく最大値であり、リスク管理指標として実践的に

活用していく上では、当該最大値を超過する可能性を念頭に置くことが肝要です。 

  ハ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投

機関債などの長期・安定的な資金調達を実施しております。 

また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関との間で

短期借入枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。 

ニ デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性評価、事務管理に関する部

署をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブ関連規定に基づき実施

しております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

   平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めてお

りません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

（１）現金預け金 

（２）買現先勘定 

（３）有価証券 

   その他有価証券 

（４）貸出金 

   貸倒引当金（＊１） 

    

（５）金融商品等差入担保金 

723,189 

202,733 

 

40,129 

12,655,401 

△126,709 

 723,189 

202,733 

 

40,129 

 

－ 

－ 

 

－ 

 

 

12,528,691 12,558,905 30,214 

102,890 102,890   -    

資産計 13,597,633 13,627,848   30,214 

（１）借用金 8,407,707 8,488,478 80,770 
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（２）社債 

（３）金融商品等受入担保金 

2,711,377 

63,140 

2,770,588 

63,140 

59,210 

- 

負債計 11,182,225 11,322,207   139,981 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

ヘッジ会計が適用されているもの 

 

－ 

(230,505) 

 

－ 

(230,505) 

 

－ 

－ 

デリバティブ取引計 (230,505) (230,505)   － 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定を控除 

しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デ

リバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

   資 産 

   （１）現金預け金 

      満期のないあるいは満期が３カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似 

していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

  （２）買現先勘定 

     買現先取引による売戻条件付で購入した有価証券は、約定期間が短期間（３カ月以 

    内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 

    ります。 

  （３）有価証券 

     その他有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。 

   （４）貸出金 

      貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、FRN（フ

ォワード・レート・ノート）法により算出された価額を時価としております。 

固定金利によるものは、元利金の合計額を、リスクフリー・レートにデフォルト率

及び保全率を加味したレートで割り引いて時価を算定しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保

証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日にお

ける貸借対照表上の債権等計上額から現在の貸倒引当金計上額を控除した金額に近似

しており、当該価額を時価としております。 

（５）金融商品等差入担保金 

金融商品等差入担保金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 
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負 債 

  （１）借用金 

      借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の

信用状況は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると

考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、当該

借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引いて

時価を算定しております。 

 （２）社債 

      社債の時価は、市場価格によっております。 

（３）金融商品等受入担保金 

金融商品等受入担保金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 

 

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（通貨スワップ及び

先物外国為替予約）であり、割引現在価値により算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「資産（３）有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区  分 貸借対照表計上額 

① 非上場株式（子会社・関連会社）（＊１） 1,499 

② 非上場株式（子会社・関連会社以外）（＊１） 86,527 

③ 組合出資金（子会社・関連会社）（＊２） 81,167 

④ 組合出資金（子会社・関連会社以外）（＊２） 17,878 

合  計 187,072 

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら 

れることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認 

められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 １年超 

３年以内 

３年超 

５年以内 

５年超 

７年以内 

７年超 

10年以内 

10年超 

預け金（＊１） 723,189  －  －  －  －  － 

買現先勘定 202,733  －  －  －  －  － 
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有価証券 

その他有価証券 

 

1,781 

 

11,092 

 

18,800 

 

8,000 

 

2 

 

－ 

貸出金（＊２） 1,801,513 2,551,912 2,267,384 1,989,365 2,020,247 1,853,015 

合計 2,729,217 2,563,004 2,286,184 1,997,365 2,020,250 1,853,015 

（＊１）預け金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 

（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見

込めない171,962百万円は含めておりません。 

 

（注４）借用金及び社債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 １年超 

３年以内 

３年超 

５年以内 

５年超 

７年以内 

７年超 

10年以内 

10年超 

借用金 966,128 1,708,232 5,024,647 28,900 679,800 － 

社債 386,347 1,037,338 1,015,675 152,806 102,920 20,000 

合計 1,352,475 2,745,570 6,040,322 181,706 782,720 20,000 

 

（有価証券関係） 

 貸借対照表の「その他の証券」のほか「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。 

１．満期保有目的の債券（平成26年３月31日現在） 

  該当事項はありません。 

２．その他有価証券（平成26年３月31日現在） 

 

 種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

株式 - - - 

債券 - - - 

 国債 - - - 

 社債 - - - 

その他 37,502 36,881 620 

小計 37,502 36,881 620 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

株式 - - - 

債券 - - - 

 国債 - - - 

 社債 - - - 

その他 182,627 182,628 △0 

小計 182,627 182,628 △0 

      合計 220,129 219,509 619 
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３．減損処理を行った有価証券 

  該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

当行は、法人税法（昭和40年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納め

る義務がないため、税効果会計は適用しておりません。 

 
（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当行は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

当行の厚生年金基金制度は複数事業主制度でありますが、年金資産の額を、退職給付債務の比

率に応じて合理的に算定できるため、関連する注記は、以下の確定給付制度の注記に含めて記

載しております。 

厚生年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた年金又は一時

金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、

給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。 

なお、当行は、厚生年金基金の代行部分について、平成25年4月1日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けております。 

２．確定給付制度  
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 
 退職給付債務の期首残高           20,375百万円 
  勤務費用                 461  

  利息費用                 213 

  数理計算上の差異の発生額           917  

  退職給付の支払額            △828  

    過去勤務費用の発生額           △1,680  

  その他                   25 

 退職給付債務の期末残高           19,483 

（注）厚生年金基金に対する従業員拠出額は「勤務費用」より控除しております。 

（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

 年金資産の期首残高             4,780百万円 

  期待運用収益                95  

  数理計算上の差異の発生額         561 

  事業主からの拠出額                 166  

  退職給付の支払額                      △396  

  その他                     25 

 年金資産の期末残高             5,231 
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（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整  

表 

 積立型制度の退職給付債務          14,438百万円 

 年金資産                 △5,231 

                     9,206 

非積立型制度の退職給付債務        5,044 

未積立退職給付債務            14,251 

未認識数理計算上の差異           － 

未認識過去勤務費用             － 

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額  14,251 

 

 退職給付引当金                        14,251百万円 

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 14,251 

（４）退職給付費用及びその内訳項目の金額 

 勤務費用                   461百万円 

 利息費用                  213 

期待運用収益                △95 

数理計算上の差異の費用処理額        355 

 過去勤務費用の費用処理額            △1,680 

 確定給付制度に係る退職給付費用       △745 
（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額は「勤務費用」より控除しております。 

２．平成25年4月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けたこと

により、当事業年度において過去勤務費用の費用処理額が△927百万円発生して

おります。また、平成25年12月20日付で退職金に関する規則の改正を行った

ことにより、当事業年度において、過去勤務費用の費用処理額が△753百万円発

生しております。 
（５）年金資産に関する事項 
 ① 年金資産の主な内訳 
     年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 
 債券              40％ 
 株式              45 

 生命保険会社一般勘定    11 

 現金及び預金             4 

 合計                   100 

② 長期期待運用収益率の設定方法 

  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、

年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮してお
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ります。 
（６）数理計算上の計算基礎に関する事項 
  当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 

  割引率        1.1％ 

  長期期待運用収益率  2.0％ 

３．確定拠出制度 
 当行は確定拠出制度を設けておりません。 
 

（持分法損益等関係） 

関連会社に対する投資の金額       82,666百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額 82,666百万円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額は、ありません。 

 

（関連当事者との取引関係） 

１. 親会社及び法人主要株主等 

    （単位：百万円） 

種 類 
会社等

の名称 

議決権等の

所有 

（被所有） 

割合 

関連当事

者との 

関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（注３） 
科 目 

期末残高 

（注３） 

主要株主 財務省

（財務

大臣） 

被所有 

直接 

100％ 

政策金融

行政 

資金の受

入 

（注１） 

4,999,140 

 

 

借入金 

 

 

 

 

8,407,707 

 

 

 

 
借入金の

返済 

4,226,036 

 

借入金利

息の支払 

57,187 

 

未払費用 

 

15,546 

 

社債への

被保証 

（注２） 

2,141,442 

 

 

－ － 

（注）１．資金の受入は、財政投融資特別会計および外国為替資金特別会計からの借入であり

財政融資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されており、外国為替資金借入は 

外国為替資金特別会計との間で取り決めた金利が適用されています。 

２．社債への被保証については、保証料の支払はありません。 

３．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 
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２．兄弟会社等 

（単位：百万円） 

種 類 
会社等 

の名称 

議決権等

の所有 

（被所有）

割合 

関連当事

者との 

関係 

取引の 

内容 
取引金額 科 目 期末残高 

主要株主

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等 

独立行

政法人

国際協

力機構 
なし 

連帯債務

関係 
連帯債務 

674,595 

（注１、４） 
－ － 

株式会

社日本

政策金

融公庫 

1,147,740 

（注２、４） 
－ － 

（注）１．株式会社国際協力銀行法附則第12条第１項の規定により、当行が承継した国際協力

銀行既発債券に対し、独立行政法人国際協力機構法附則第４条第１項の規定により独

立行政法人国際協力機構が負っている連帯債務であります。なお、同法附則第４条第

２項の規定により、独立行政法人国際協力機構の総財産が当該連帯債務の一般担保に

供されております。 

   ２．株式会社国際協力銀行法附則第12条第１項の規定により、当行が承継した株式会社

日本政策金融公庫既発債券に対し、株式会社日本政策金融公庫法附則第46条の２第１

項の規定により、株式会社日本政策金融公庫が負っている連帯債務であります。なお、

同法附則第46条の２第２項の規定により、株式会社日本政策金融公庫の総財産が当該

連帯債務の一般担保に供されております。 

   ３．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、当行は、株式会社

日本政策金融公庫既発債券に対し、780,000 百万円の連帯債務を負っております。な

お、同法附則第17条第２項の規定により、当行の総財産を当該連帯債務の一般担保に

供しております。 

   ４．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

  

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額   1円72銭 

 １株当たりの当期純利益金額0円6銭 
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計算書類の附属明細書 
第２期 
事業年度 

自 平成 25年４月 １日 
至 平成 26年３月 31日 

 

 

 

 

 

 

株式会社国際協力銀行 
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１．有形固定資産及び無形固定資産明細書 

（単位：百万円、％）

当期首残高 当期末残高
（帳簿価額） （帳簿価額）

 3,166  207 －       197  3,176  377 10.63

 24,694 －      －      －       24,694 －      － 

 37  4 －       11 31  13 29.29

 5  296  302 －      －         －      － 

 301  562  2  206  655  307 31.90

 28,206  1,071  304  414  28,558  698

 1,340  1,039 －       818  1,561  1,416

 11 －      －       11－         －      

－         －      －      －      －         －      

 1,352  1,039 －       830  1,561  1,416

有 形 固 定 資 産 計

その他の無形固定資産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

資 産 の 種 類

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 計

リ ー ス 資 産

当　期
減少額

当　期
増加額

その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

建 設 仮 勘 定

当　期
償却額

償　却
累計額

償　却
累計率
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２．引当金明細書 

（単位：百万円）

目的使用 その他

 138,891  42,584－          52,590  128,885

 32,612  39,616－          32,612  39,616

 86,387 －         －          86  86,300

 19,891  2,968－          19,891  2,968

 445  483  445－          483

 5  5  5 －          5

 29  6  15 －          20

 139,372  43,080  466  52,590  129,395

（注） 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。

　　　 一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額        個別貸倒引当金・・・回収等による取崩額

　　   特定海外債権引当勘定・・・洗替による取崩額　 

当期首残高 当期増加額
当期減少額

当期末残高

計

区　　　分

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

貸 倒 引 当 金

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

特定海外債権引当勘定

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金
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３．営業経費明細書 

（単位：百万円）

減 価 償 却 費  1,245

土 地 建 物 機 械 賃 借 料  163

退 職 給 付 費 用 △ 745

福 利 厚 生 費  639

金　　　　　　額

給 料 ・ 手 当  4,763

区　　　　分

通 信 費  109

広 告 宣 伝 費  2

諸会費・寄付金・交際費  13

租 税 公 課  313

営 繕 費  77

消 耗 品 費  328

給 水 光 熱 費  107

旅 費  1,297

そ の 他  6,636

計  14,952 
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【監査報告】 

１ 独立監査人の監査報告書謄本 
 

独立監査人の監査報告書 

平成 26年 5月 26日 

 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 

  取 締 役 会  御 中 

 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  茂木 哲也  ㊞ 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  三浦   昇  ㊞
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  伊澤 賢司 ㊞
 

 当監査法人は、会社法第 436条第 2項第 1号の規定に基づき、株式会社国際協力銀行の
平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの第２期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一
般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討すること
が含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。 

以  上 
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【監査報告】 

２ 監査役会の監査報告書謄本 
 

監査報告書 

 

 当監査役会は、平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの第 2期事業年度の取締

役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査

の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人

等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告

に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則

第 100条第 1項及び第 3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表

明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書

について検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 
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  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。 

 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

    会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

      平成 26年 5月 30日 

         

株式会社国際協力銀行 監査役会 

 

            常 勤 監 査 役  井 本  裕 ㊞ 

 

            監査役（社外監査役）  五十嵐 達朗 ㊞ 

 

            監査役（社外監査役）  西尾 進路 ㊞ 
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３ 監査役の監査報告書謄本 
 

監査報告書 

 

 平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの第 2期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

 私は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、本店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載さ

れている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条

第 1項及び第 3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき

整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及

び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし

ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について

検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。 
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（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

    会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

      平成 26年 5月 30日 

 

               株式会社国際協力銀行 

 

                   常勤監査役 井本 裕 ㊞ 
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監査報告書 

 

 平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの第 2期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

 私は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整

備に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして会社法施行規則第 100条第 1項及び第 3項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。 
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（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

    会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

平成 26年 5月 30日 

 

             株式会社国際協力銀行 

 

                 監査役（社外監査役） 五十嵐 達朗 ㊞ 
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監査報告書 

 

 平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの第 2期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

 私は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整

備に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして会社法施行規則第 100条第 1項及び第 3項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。 

 



 

- 47 - 

 

 

 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

    会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

平成 26年 5月 30日 

 

             株式会社国際協力銀行 

 

                 監査役（社外監査役） 西尾 進路 ㊞ 
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